
令和３年 7月 9日 

兵庫県立農業大学校 

 

夏季休業中の新型コロナウイルス感染症に係る注意事項 
 

感染力が強いとされる変異株の拡大が警戒されており、感染防止対策を徹底すること。 

在校時に、体調不良となった場合、直ちに担任等に報告し、指示を仰ぐこと。 

 

１ 基本的感染防止対策 

(1) マスクの着用を徹底する（熱中症対策として十分な対人距離を保つ場合を除く）。 

(2) こまめに手洗い・手指消毒を行う。 

(3) ３密を避ける（特に大人数や長時間の飲食）。 

 

２ 在校時の注意事項 

 (1) あらかじめ在寮届を必ず提出する（半日以上滞在、夜に帰寮の場合も）。 

(2) 毎日、検温を行い、37.0℃以上又は平熱より高めで異常を感じる場合は直ぐに担任

等に相談すること（休日は舎監に連絡する）。 

(3) 寄宿舎での感染防止対策（自治会 令和３年４月 22 日決定）を厳守する。 

  ア  自室以外ではマスクを着用 

   イ 換気（１時間に１回以上） 

ウ 寮室への入室は３人以下（全員マスク着用）。 

(4) 食堂は、大きな声での会話を控え、食事後は速やかに退出する。 

(5) 22 時以降の外出は禁止する。 

 

３ 当番実習時の注意事項 

(1) 熱中症に留意 

ア こまめな水分補給、作業環境の温度、涼しい服装、適宜の休憩などに配慮する。 

イ マスクを外すのは可とするが、会話する場合、対人距離を確保（２ｍ）する。 

  ウ 主な症状は、めまい、立ちくらみ、顔のほてり、筋肉痛や筋肉のけいれん、大量

の発汗、頭痛、吐き気、倦怠感、高体温など。 

エ 症状が発生した場合、「涼しい場所に移動」「衣服をゆるめ、体を冷やす」「水分や

塩分の補給」を実施する（場合によっては医療機関の受診も必要）。 

 

４ 帰宅中の注意事項 

(1) 不要不急の外出自粛や混雑している場所や時間を避けて行動する。 

(2) 時短要請時間外に飲食店等に出入りしない。 

(3) 感染対策が徹底されていない飲食店等や酒類又はｶﾗｵｹ設備を提供している飲食  

     店等の利用を控える。 

(4) 路上･公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動を行わない。 

(5) 感染防止策が不十分なイベント等への参加を自粛する。 

 



  (6) 自宅から帰寮する場合、以下の事項を確認する。 

ア 検温を行い、発熱・咳・喉の痛み等、風邪症状がないこと。  

  イ 同居の家族に発熱や風邪症状を認める者、PCR 受検している者がいないこと。 

  ウ 体調不良の場合、担任等に連絡し、指示を受ける（自己判断で登校しないこと） 

(7) 農家等派遣実習前のＰＣＲ検査に関する注意（8月 16 日以降） 

ア 検温管理 

イ 健康チェック（発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感、味覚・臭覚異常等） 

ウ 外出自粛（行動記録報告） 

エ ４名以上での飲食の自粛 

オ アルバイト禁止（１年生：8/16～派遣実習終了まで、２年生 8/16～8/26） 

 

５ アルバイトの注意事項 

(1) アルバイト届を提出すること（「学生便覧 兵庫県立農業大学校生心得」） 

 (2) 勤務先での感染対策が徹底されていること 

ア 発熱その他の症状のある者の入場・入店等の禁止、手指の消毒の実施 

イ 事業を行う場所の消毒、換気  等 

 (3) 農家等派遣実習に対応するため、１年生は８/16～派遣実習終了まで、２年生８/16

～８/26 までアルバイト禁止（再掲）。 

 

６ その他 

 緊急事態宣言が発令された場合は、別途に対応を指示する場合がある。 

 

７ 感染が疑われる症状又は体調不良の場合における対応について 

(1)在寮時 

ア 症状や体調不良が発生した場合、直ちに担任等職員に報告し、研修棟個室に移動。 

イ 学生が保護者に迎えを要請し、帰宅する。 

ウ かかりつけ医、保健所・健康福祉事務所に相談し、指示に従う。 

エ  復帰可能時期の目安 

ア）医師診察もしくはＰＣＲ検査、抗原検査を受検して問題が無く（陰性）、熱・咳な

どの主症状が治まってから少なくとも１日は様子をみる。 

イ）医師診察もＰＣＲ検査も受けない場合、新型コロナウイルス感染症対策ガイド（日

本産業衛生学会隔離解除基準 2020.8）」に従い、次の条件を両方満たしていること。 

a  発症後少なくても 8日（発症日を 0日とする）が経過している。 

ｂ 薬剤＊を服用していない状態で、症状が消失し少なくても 3日が経過。 

＊解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤  

オ 発症から復帰までの期間については「公欠」扱いとする。 

カ 経過状況を担任に随時、報告する 

(2)在宅時 

ア かかりつけ医、保健所に相談し指示に従う。 

イ 担任に報告・相談し、指示を受ける（自己判断で登校しないこと）。 

ウ 登校可能の目安は上記エによる 


